
 

● 長期財政見通し 

 ⑴ 対象と期間 

対象は、一般会計を対象とし、計画期間は、令和7年度から令和16年度までの10年間とします。 

 

⑵ 推計の前提条件 

令和6年度決算額と令和7年度決算見込額及び令和8年度当初予算額に基づき推計しています。 

財政見通しは、今後の景気動向や地方財政対策のほか、社会保障制度改革や税制改正などの影響を受けま

すが、法令等で改正が確定しているものを除き、現行制度が継続するものとして推計しています。 

 

 ⑶ 財政見通し 

  ① 歳入について 

歳入総額は、令和7年度の214億円をピークに減少傾向にあると見込んでおり、項目ごとの推計について

は、以下のとおりとなっています。 

 

 

（単位：百万円）

(歳入見込） R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

市税 5,843 6,322 6,344 6,324 6,347 6,369 6,351 6,375 6,398 6,382 6,407

地方譲与税等 1,341 1,302 1,280 1,284 1,288 1,292 1,296 1,300 1,304 1,309 1,313

地方交付税 2,750 3,067 2,632 2,902 3,002 3,127 3,108 3,072 3,090 3,104 3,109

国・県支出金 4,699 4,427 3,537 3,242 3,462 3,247 3,264 3,265 3,116 3,134 3,159

繰入金 1,083 1,182 879 794 459 225 379 220 268 547 573

地方債 2,465 2,817 1,333 643 1,129 646 639 819 1,000 1,509 237

その他 2,261 2,301 2,074 1,984 1,946 1,947 1,924 1,909 1,922 1,832 1,830

合　計 20,442 21,418 18,079 17,173 17,633 16,853 16,961 16,960 17,098 17,817 16,628

項目 
用語の解説 

推 計 

市税 ・個人や法人からの住民税や固定資産税のほか、軽自動車税、市たばこ税、都市

計画税などです。 

・個人住民税は、人口減少と所得の増加を考慮し、見込んでいます。 

・法人市民税は、直近5年平均で見込んでいます。 

・固定資産税、都市計画税は、3年に一度の評価替による減と工場建設による増も

見込んでいます。 

・その他の税は、令和８年度予算と同水準で見込んでいます。 

地方譲与税等 ・国税として徴収され、一定の基準に基づき、市に譲与される税や交付金をい

い、揮発油譲与税や自動車重量譲与税のほか、地方消費税交付金や法人事業税交

付金などです。 

・令和８年度予算と同水準で見込んでいます。 

地方交付税 ・地方公共団体の財源の不均衡を調整し、地方公共団体が標準的な行政を行うた

めに必要とする、合理的な手段によって算定された行政需要の額（基準財政需要

額）と収入額（基準財政収入額）との差額が交付される普通交付税と特殊事情に
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 ② 歳出について 

歳出総額は、令和7年度の209億円をピークに減少傾向にあると見込んでおり、項目ごとの推計について

は、以下のとおりとなっています。 

 

 

（単位：百万円）

(歳出見込） R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

人件費 2,421 2,451 2,402 2,397 2,549 2,520 2,658 2,653 2,812 2,823 2,945

物件費 2,940 3,444 3,148 3,179 3,142 3,245 3,290 3,338 3,383 3,446 3,557

維持補修費 116 135 139 143 147 152 156 161 166 171 176

扶助費 3,040 3,333 3,070 3,085 3,101 3,118 3,136 3,154 3,173 3,193 3,214

補助費 3,139 3,519 3,121 2,966 2,895 2,868 2,830 2,513 2,597 2,708 2,746

公債費 1,858 1,838 1,811 2,219 1,857 1,889 1,814 1,733 1,726 1,624 1,596

積立金 444 444 391 211 220 220 216 362 222 213 207

貸付金等 75 21 16 16 15 17 17 17 17 17 17

繰出金 1,116 1,126 1,149 1,163 1,178 1,192 1,207 1,222 1,237 1,253 1,269

投資的経費 4,819 4,616 2,461 1,401 2,132 1,244 1,256 1,408 1,383 1,997 527

合計 19,968 20,927 17,708 16,780 17,236 16,465 16,580 16,561 16,716 17,445 16,254

より交付される特別交付税です。 

・普通交付税の基準財政収入額は、市税、地方譲与税等と連動させ、基準財政需

要額は、公債費に係る需要額を市債の借入額から推計し、その他個別算定経費

（事業費補正を除く）や包括算定経費は増加を見込んでいます。 

・特別交付税は、令和７年度見込みと同額で見込んでいます。 

国・県支出金 ・法令に基づき実施する事務などの財源として、国や県からの交付される補助金

や負担金などです。 

・扶助費や投資的経費などに連動して見込んでいます。 

繰入金 ・市の貯金にあたる基金を取り崩して、事業の財源として使用するものです。 

・特定目的基金は、投資的事業などに連動し、財政調整基金は、収支に連動し見

込んでいます。 

地方債 ・年度間の負担の公平性の観点などから、道水路や公共施設の整備の財源とする

金融機関等からの借金です。 

・投資的経費に連動し、見込んでいます。 

その他 ・保育料や住宅使用料のほかふるさと応援寄附金などです。 

・特殊要因を除いて、令和８年度と同水準で見込んでいます。 

項目 
用語の解説 

推 計 

人件費 ・職員の給与、議員や各種委員の報酬などです。 

・職員の年齢構成に基づいた退職・採用により、退職手当や賃金上昇を考慮した

給与等を見込んでいます。 
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③ 基金残高について 

基金残高は、令和6年度の54億円をピークに減少傾向にあると見込んでおり、そのうち財政調整基金

は、10～17億円の間で推移し、特定目的基金は、事業の財源として残高に留意し、計画的に取り崩してい

くこととしており、減少していくと見込んでいます。 

 

 

（単位：百万円）

(基金残高見込） R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

財政調整基金残高 1,761 1,457 1,351 1,231 1,113 1,225 1,214 1,559 1,645 1,443 1,205

特定目的基金残高 3,711 3,273 2,896 2,432 2,311 2,194 2,042 1,839 1,707 1,576 1,448

合計 5,472 4,730 4,247 3,663 3,424 3,419 3,256 3,398 3,352 3,019 2,653

物件費 ・指定管理委託料をはじめとする各種委託料のほか、光熱水費等の施設管理経費

などです。 

・物価上昇の影響を考慮し、増加を見込んでいます。 

維持補修費 ・公共施設などの修繕をするための経費です。 

・物価上昇の影響を考慮し、増加を見込んでいます。 

扶助費 ・児童手当や医療費助成のほか、生活保護や障害者自立支援給付費などの住民福

祉に関する経費です。 

・物価上昇の影響や過去の実績などから、増加を見込んでいます。 

補助費 ・峡北広域行政事務組合などの一部事務組合への負担金や各種団体等への補助金

のほか、病院事業などの企業会計への繰出金などです。 

・一部事務組合への負担金を現時点で想定できる範囲での推計と企業会計への繰

出金は、経営状況や経営戦略に基づき、見込んでいます。 

公債費 ・市の借金を返済する元金と利子の償還金です。 

・投資的事業による借入を見込むとともに、借入金の金利上昇も考慮し、見込ん

でいます。 

積立金 ・市の貯金にあたる基金へ積立てる経費です。 

・条例の規定による財政調整基金への積立をはじめ、過去の実績から見込んでい

ます。 

貸付金等 ・育英奨学金を貸し付ける経費です。 

・基金を活用し、継続的に貸付ができるよう貸付計画に基づき、見込んでいま

す。 

繰出金 ・国民健康保険特別会計や後期高齢者医療などの特別会計に対して、一般会計が

負担する経費です。 

・各会計とも増加を見込んでいます。 

投資的経費 ・道水路や公共施設の改修、建設などの経費です。 

・財政状況を鑑み、事業を計画的に実施していくこととしています。 

項目 用語の解説 
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④ 市債残高について 

道水路や公共施設の整備の財源となる市債残高は、令和7年度の196億円をピークに減少していくと見込

んでいます。 

 

 

 

 

⑤ 実質公債費比率について 

借金の返済にあたる公債費は令和9年度にピークを迎えるものの公営企業会計への補助金が増加してい

くと見込み、実質公債費比率は令和16年度がピークとなると見込んでいます。 

 

 

 

 

⑥ 将来負担比率について 

市債残高は減少するものの、公営企業会計への補助金や基金の減少による将来負担する実質的な負担額

が増加し、指標は増加傾向にあり、令和15年度にピークを迎えると見込んでいます。 

 

（単位：百万円）

年度 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

市債残高見込 18,579 19,648 19,306 17,889 17,259 16,151 15,151 14,360 13,772 13,881 12,773

（単位：％）

年度 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

実質公債費比率見込 11.1 10.9 10.8 10.3 10.1 9.9 10.3 10.8 11.1 11.4 11.6

（単位：％）

年度 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

将来負担比率見込 87.8 100.4 107.6 114.4 117.1 118.4 117.7 115.1 114.9 122.9 122.2

基金残高 ・年度間の財源の不均衡を調整するための財政調整基金のほか、特定の目的のた

めの市債管理基金、公共施設整備基金、小中学校施設整備基金などがあります。 

項目 用語の解説 

市債残高 ・市の借金にあたる市債の残高です。 

項 目 用語の解説 

実質公債費比率 ・市債の元利償還金や公営企業元利償還金への繰出金などの実質的な借金の返済

に相当する額の標準財政規模（自治体における通常収入が見込まれる市税などの

一般財源の規模）に対する割合（3年平均）で18％を超えると地方債の発行に制限

がかかります。 
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項目 用語の解説 

将来負担比率 ・将来負担することとなる市債残高や公営企業への繰出金のほか、一部事務組合

や職員の退職手当などから、基金の残高や交付税措置される額を控除した実質的

な負担額の標準財政規模（自治体における通常収入が見込まれる市税などの一般

財源の規模）に対する割合で350％が早期健全化基準となっており、財政健全化計

画を策定することとなります。 
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